














2021年 9月 15日 

外国学科 

 

「スタディ・アブロード」の一環で、学生を海外派遣する際の方針・必要条件 

1. 趣旨 

 外国学科では、スタディ・アブロード（海外留学（含むインターンシップ））を「3つの柱」のひとつと位置付け、

この履修を通じて、学生の異文化理解促進、コミュニケーション力の向上などを図っている。そして、外国学科の

学生は、専門教育科目実習「スタディ・アブロード I」4単位を取得することが卒業要件となっている。 

 この実習に学生を派遣するに際しては、これまで、明示的、暗黙的な合意事項などに基づき、外国学科の海外実

習委員会（構成員は学科の全専任教員）の審議を経て、学務代議員教授会に諮り派遣の決定（留学先、留学期間な

ど）を行なってきた。また、例外的な事案に関しては、学園本部との協議調整を行なった上で、海外実習委員会並

びに学務代議員教授会の審議を経て決定してきた。そして、すべての派遣決定は理事長を最終決裁者とする稟議に

て確認を行なってきた。 

 今般コロナ禍（Covid-19の深刻な感染状況）のため、学生の海外派遣を見送ってきたところであるが、柔軟な対

応も一部可能であるとの文部科学省の通知を受け、本学においては学生の派遣を行なう場合の必要条件などを整理

し、派遣決定のルールを明文化するため、以下のとおり定める。 

 

２．学生派遣の条件 

    前提条件として、派遣留学先が学校法人順正学園の提携校であること。 

（外部条件） 

1. 派遣留学先（国・地域）の海外安全情報危険レベルが１以下であること。 

→渡航後に危険レベルが２（不要不急の渡航は止めてください）以上に上がった場合には、留学期間の途中

であっても帰国を要請する。 

2. 派遣留学先（国・地域）の感染症危険レベルが２（不要不急の渡航は止めてください）または３（渡航は

止めてください)であっても、一定の要件が確認された場合には派遣することができる。 

→渡航後に危険レベルが４以上に上がった場合には、留学期間の途中であっても帰国を要請する。 

3. 派遣留学先（国・地域）が日本からの渡航を制限しておらず、ビザが発行される等渡航ができる状況であ

ること。 

4. その他、特例措置として海外安全情報危険レベルが２及び３の国・地域に学生を派遣する場合には、海外

実習委員会並びに学務代議員教授会の審議を経て、学長が承認した場合に限り認めることとする。特例措置に

ついては、その方針・手続きを別項３に定める。 

 

（学生） 

1. 学生本人が渡航を希望し、その意思を保護者が認めていること。 

2. 留学手続きは、期限を厳守し自己責任において自主的に行うこと。 

3. スタディ・アブロード事前指導クラスを受講し単位を取得していること。 

4. 海外での学習・生活に耐えられる健康状態であること。 

→健康上課題がある学生は、主治医の診断書を提出すること。 



5. 留学に伴う渡航期間中は、滞在国の法令、派遣先教育機関及び吉備国際大学の諸規則を遵守し、派遣先の

教職員、担当者の指示に従うこと。 

6. 留学期間中は、留学先国・地域の入国管理・検疫規則を遵守し、留学先機関の諸規則に従うこと。 

7. 外務省海外安全ホームページで国・地域別渡航情報を確認し、「在留届」「たびレジ」への登録など、渡航

にあたっての情報収集や安全対策を十分に行うこと。 

8. 自然災害・感染症の流行や治安悪化など安全確保が難しいと判断された場合には、吉備国際大学が帰国指

示を行うことがあることを了解し、その指示に従うこと。 

9. 派遣先で、学業成績が著しく悪い場合や、健康上、生活上の問題等により、留学の継続が難しいと判断さ

れた場合には、途中帰国の措置をとられても異議を申し立てないこと。 

10. 渡航後の留学期間延長は認められない。 

11. 原則、急病、家族の弔辞等やむを得ない場合をのぞいて、一時帰国は認められない。 

12. 留学期間中、健康上の問題やその他トラブルが発生した場合には、ただちに岡山キャンパス事務室に連絡

すること。 

13. 留学期間中、報酬を伴う就労（アルバイト等）は行わないこと。 

14. 留学期間中に住居が変更になった場合には、速やかに岡山キャンパス事務室に連絡をすること。 

15. 留学期間中の個人的な旅行は自己責任で行うこと。 

16. 大学指定の学研災付帯海外留学保険に加入していること。 

17. 大学の定める期限までに、留学に必要な諸手続き（パスポート・クレジットカードの取得、出願に必要な

書類の提出、保険加入、航空券購入、費用の支払い）を済ませていること。 

→期限までに手続きが未完了の場合、留学時期を延期されても異議を申し立てないこと。 

18. 留学について当初予定していた費用、スケジュール等に変更が生じる可能性があることを理解し、それら

に対応すること。追加発生した費用については、自らが負担すること。 

19. 留学中の本学の履修登録については、卒業を踏まえた履修科目を自己責任で決定し、定められた期間内に

履修登録を行うこと。 

20. 留学期間中は、毎週ポートフォリオ（実習記録）を指導教員に提出すること。 

21. 留学期間中は、自動車、自動二輪車等の運転はしないこと。 

22. 留学派遣先のオリエンテーション前 1 週間を目途に渡航し、留学先での授業・試験等終了後、1 週間以内

を目途に帰国すること。 

 

（大学） 

1. 教育交流協定を締結した留学先機関との連絡・調整に努め、年度ごとの受入れ可能数、条件などを確認す

ると共に、学生などに情報提供・更新を行なう。 

2. 協定の管理は学園本部が担っているため、学園本部との情報共有、協議調整を適時適切に行なう。 

3. 留学先機関の状況把握を行なうと共に、生活情報なども可能な限り入手する。受入れ窓口よりキャンパス

などの安全対策情報を入手する。公開されている海外安全情報などと併せ、これらの情報分析を行い、学生に

適時適切な情報提供を行なう。 

4. 学生・保護者からの質問、疑問、懸念に対しては、可能な限り対応する。 

5. スタディ・アブロード事前指導、フォローアップ指導並びに留学報告会を通じて、学生の意欲向上を図る



と共に、海外安全情報の活用などリスク・マネジメント力を身につけさせる。 

6. 学生並びに保護者またはその代理人に対し、三者面談の機会などを通じて、本学のスタディ・アブロード

の主旨、制度、留学先機関などの情報・受入れ条件、各種手続き、必要資金の概算などを提示し、理解を得る。 

7. 学生が行なう諸準備に関しては、学生の主体性の涵養に配慮しつつ、側面的支援を行なう。準備状況をモ

ニタリングし、時間的に間に合わない事態となった場合は、派遣時期の変更も含め留学計画の見直しを行なう。 

8. 留学する国・地域並びに留学先機関のコロナ対策・医療事情の調査を行う。 

9. 海外旅行者保険の特約条項の内容を確認し、学生に適した保険に加入するよう指導する。 

 →派遣先の学校が定めた保険に加入する必要がある場合には、これに従うこととする。 

10. 留学期間中、指導教員は、ポートフォリオ（実習記録）のやりとりとは別に、LINEなどを活用し、定期的

なメンタリングを行なう。 

 

３．特例措置を実施する場合の方針と手続き 

（方針） 

一定の条件を満たし、海外実習委員会並びに学務代議員教授会の審議を経て、学長が承認した場合、特例措置とし

て、感染症危険情報の危険度がレベル 2（不要不急の渡航は止めてください）またはレベル 3（渡航中止勧告）の国、

地域であっても学生を派遣することができる。 

 

（手続き） 

学生並びに保護者への善管注意義務及び事業実施主体としての配慮義務を可能な限り全うするため、次の手続きを

経て派遣の決定を行なう。決定に際しては、学生への指示事項なども併せて審議することとする。 

1. 文部科学省の関係通知などの主旨に照らし逸脱がないことを確認した上で、海外安全情報などの確認、他

大学の動向、留学先機関からの情報（キャンパス内外での感染状況、感染症対策、医療施設など）、海外旅行者

保険の特約条項、航空便の運行状況などをもとに、学生派遣の可否を総合的に判断する。判断をするための調

書（別に定める）を作成する。 

2. 特例措置留学を希望する学生並びに保護者またはその代理人に対し情報提供をし、各種リスクに関し個別

に大学より説明する。その上で、学生並びに保護者等の意志確認を文書（別に定める）で行なう。 

3. 本特例措置は感染症、留学先の国・地域、学生の個別事情により異なるため、学生毎に審議資料（別に定

める）を作成する。 

4. 特例措置の決定は、外国学科の海外実習委員会での審議、学務代議員教授会での審議を経て、審議結果を

学長に報告し、派遣の判断を仰ぐこととする。学長の派遣承認を受け、稟議をもって最終決定を確認する。 

 

４．その他 

この方針・必要条件に拠りがたい場合は、海外実習委員会並びに学務代議員教授会の審議を経て、学長の承認を得

るものとする。 

以上 



（コロナ禍対応版） 

留学派遣希望調書 

提出日：２   年  月  日 

氏 名
ふ り が な

  学 年  

英 文  学 籍 番 号  

携帯電話番号  メールアドレス  

国 籍  チ ュ ー タ ー 名  

留学希望学校名 第１希望 

●学校名： 

●国 名： 

●希望期間：  

●留学開始時期：  

●留学形態：□交換留学  □ 自費留学 

第 2希望 

●学校名： 

●国 名： 

●希望期間：  

●留学開始時期：  

●留学形態：□交換留学  □ 自費留学 

語学力・GPA ●TOEIC：    点   ●GPA：     ●その他：                         

保護者連絡先 ●住所：（〒   －   ） 

●氏名：           ●続柄（    ） ●携帯電話番号： 

現在治療中の疾病 

服用中の薬 

 

 

既往歴（過去の大きな病気）  

準備状況 ●パスポート：□ 有 □ 無  ●クレジットカード：□ 有 （  枚） □ 無 

●新型コロナワクチン接種：□ 2回接種済み（1回目：   月  日・2回目：  月  日） 

確認事項 

 

 

□ 学生本人が強く留学を希望し、保護者が留学に同意していること。 

□ 心身共に健康であること。 

□ 留学手続き途中で、状況の変化によって、急に留学を取りやめなければならなくなる可能

性があること。その場合準備にかかった費用は基本返金されないこと。 

□ 留学先の治安や感染症の状況が悪化し、吉備国際大学から帰国勧告があった場合に

は、それに必ず従うこと。 

□ 交換留学の場合、留学期間中の授業料は本学に納付し、留学先の授業料が免除される

こと。 



留学先状況 

 

●外務省海外渡航危険レベル： 

●COVID－19感染状況： 

  ・国レベル： 

 

  ・地域レベル： 

 

  ・学校内： 

 

●感染症対策： 

  ・地域レベル 

 

  ・学内・寮 

 

 

●日本からの渡航制限の有無： 

 

 

 

●入国条件 

 

 

 

●その他 

 

 

 

チューター氏名 

・確認印 
           印  学部長氏名・確認印            印 
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提出日：（西暦）    年  月  日 

 

学校法人順正学園 

理事長 加計 勇樹 殿 

 

承諾書兼誓約書 

 

私は、吉備国際大学の「スタディ・アブロード」（海外留学（含むインターンシップ））を履修するにあたり、下

記の事項を承諾し、遵守いたします。 

 

１．遵守事項 

(1) 留学手続きは、期限を厳守し自己責任において自主的に行うこと。 

(2) 大学の定める期限までに、留学に必要な諸手続き（パスポート・クレジットカードの取得、出願に必要な書

類の提出、保険加入、航空券購入、費用の支払い）を済ませていること。期限までに手続きが未完了の場合、

留学時期を延期されても異議を申し立てないこと。 

(3) 渡航期間中は、滞在国の法令、派遣先教育機関及び吉備国際大学の諸規則を遵守し、派遣先の教職員、担当

者の指示に従うこと。 

(4) 留学期間中は、留学先国・地域の入国管理・検疫規則を遵守し、留学先機関のコロナ対策規則に従うこと。 

(5) 外務省海外安全ホームページで国・地域別渡航情報を確認し、「在留届」「たびレジ」への登録など、渡航に

あたっての情報収集や安全対策を十分に行うこと。 

(6) 原則として、出発 14日前までに、2回目の新型コロナワクチン接種を済ませていること。 

(7) 留学について当初予定していた費用、スケジュール等に変更が生じる可能性があることを理解し、それらに

対応すること。追加発生した費用については、自らが負担すること。 

(8) 大学指定の学研災付帯海外留学保険及び派遣先教育機関が求める保険に加入していること。 

(9) オリエンテーション前 1週間を目途に渡航し、留学先での授業終了後、1週間を目途に帰国すること。 

(10)留学期間中、健康上の問題やその他トラブルが発生した場合には、ただちに岡山キャンパス事務室に連絡す

ること。 

(11)自然災害・感染症の流行や治安悪化など安全確保が難しいと判断された場合には、吉備国際大学が帰国指示

を行うことがあることを了解し、その指示に従うこと。 

(12)派遣先で、学業成績が著しく悪い場合や、健康上、生活上の問題等により、留学の継続が難しいと判断され

た場合には、途中帰国の措置をとられても異議を申し立てないこと。 

(13)留学期間中に住居が変更になった場合には、速やかに岡山キャンパス事務室に連絡をすること。 

(14)留学期間中の個人的な旅行は自己責任で行うこと。 

(15)留学期間中は、毎週ポートフォリオをチューターに提出すること。 

(16)留学中の本学の履修登録については、卒業を踏まえた履修科目を自己責任で決定し、定められた期間内に履

修登録を行うこと。 

 



２．禁止事項 

(1) 危険な場所、治安の悪い場所へは立ち入らない。 

(2) 渡航後の留学期間延長は認められない。 

(3) 原則、急病、家族の弔辞等やむを得ない場合をのぞいて、一時帰国は認められない。 

(4) 留学期間中、報酬を伴う就労（アルバイト等）は行わない。 

(5) 留学期間中は、自動車、自動二輪車等の運転はしない。 

 

３．費用 

(1) 留学期間中の本学の授業料は免除されない。交換留学の場合には、留学先の授業料が免除となる。 

(2) 滞在費、航空運賃、ワクチン接種、ビザ取得費用、その他留学生活に必要な費用は自己負担とする。 

(3) 新型コロナウイルス感染拡大に伴い、渡航後または帰国後に隔離措置が取られる場合には、それに係る費用

は自己負担とする。 

 

４．留学の取り消し・延期 

(1) この「承諾書兼誓約書」が定める遵守事項を守らなかった場合 

(2) 派遣先国に入国する査証が発給されなかった場合 

(3) 疾病その他やむを得ない理由によって留学ができなくなった場合 

(4) その他、留学手続きを続けることが困難な事由が発生した場合 

 

５．学校法人順正学園及び吉備国際大学が責任を負わない事項 

(1) 渡航期間中の事故、疾病、犯罪、テロなど不可抗力による損害 

(2) 派遣学生の法令違反、故意、過失による人的・物的損害 

 

６．その他 

(1) 学生の安全確保の目的で、派遣先教育機関、政府機関より要請があった場合には、当該学生の個人情報提供

を行うことがある。 

(2) コロナウイルス感染拡大の状況によっては、渡航後留学先の授業がオンライン授業になる場合がある。 

 

（西暦）   年  月  日 

 

学生署名（自署） 

 

                                        印  

 

保証人は、本承諾兼誓約書の内容を理解し、承諾します。 

 

保証人署名（自署） 

 

                                    印   

学生との関係（       ） 

日中連絡先（             ）    


